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リウマチ膠原病患者さんが

利用できる社会制度について



社会制度

日常生活での不安

・介護保険

経済的な不安

・高額療養費制度・身体障害者手帳・指定難病

・傷病手当金・障害年金

・生活保護
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介護保険制度

40歳以上の方で介護が必要と認定された場合､１割～3割の利用負担で
介護サービスを利用できる制度です。

日常生活での心配

第１号被保険者

６５歳以上の方であれば、
どなたでも申請可能

利用負担：１～３割（所得による）

第２号被保険者

４０～６４歳の方で国で定められた疾病
に該当していれば申請可能

利用負担：原則１割
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限度額適用認定証

７０歳未満の方 ７０歳以上の方

外来 入院

ア（現役並み所得者Ⅲ） ２５２，６００円＋（総医療費※１－８４２，０００円）×１％

イ（現役並み所得者Ⅱ） １６７，４００円＋（総医療費※１－５５８，０００円）×１％

ウ（現役並み所得者Ⅰ） ８０，１００円＋（総医療費※１－５５８，０００円）×１％

エ（一般所得者） ５７，６００円 １８，０００円 ２４，６００円

オ（非課税世帯Ⅱ）
３５，４００円 ８，０００円

２４，６００円

（非課税世帯Ⅰ） １５，０００円

医療費の負担軽減
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○限度額適用認定証とは

医療費が高額療養費に該当する場合、各保険者から「限度額適用認定証」の交
付を受けて病院に提示することにより、下記の自己負担限度額までのお支払いで
済む。マイナンバーカードでの認証も可能です。※食事療養費・保険外費用を除く



身体障害者手帳

○身体障害者手帳とは

身体の機能に一定以上の障害があると

認められた方に交付される手帳です。

○助成内容

等級により医療費助成や交通費助成（タクシー券、公共交通機関など）

税金控除などが受けられます。

※助成内容は、市町村によって異なります。

※対象となるかどうかは、医師にお問い合わせください。

医療費の負担軽減
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指定難病

○指定難病とは

難病患者の医療費の負担軽減を目的としています。

○対象疾患

皮膚筋炎・多発性筋炎、全身性強皮症、全身性エリトマトーデス、血管炎
症症候群、脊椎関節炎、シェーグレン症候群

○助成内容

特定疾患の病名に関わる治療費のみ公費負担の対象となり、世帯の所得状
況により決定されます。

※対象となるかどうかは、医師にお問い合わせください。

医療費の負担軽減
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傷病手当金
○傷病手当金とは

病気休業中に支給される給付金です。

傷病手当金を受給できるのは、社会保険に加入している被保険者のみです。

就労不能時の所得保証

○給付内容（１日あたりの金額）
【支給開始日以１２ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷３０日×２／３
＝約６割

国保・被扶養者は対象外
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障害年金

○障害年金とは

病気やケガにより生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役
世代の方も受け取ることができます。

基礎（国民）年金
１級 779,300円×1.25＋子の加算
２級 779,300円×1.25
※子の加算とは概ね18歳未満

厚生（共済）年金
１級国民年金＋厚生年金
２級国民年金＋厚生年金
３級厚生年金
障害手当（一時）金
※厚生年金の受給額については年金
事務所にお問い合わせください。

就労不能・就労制限時の所得補償
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生活保護

○生活保護とは

生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、
健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを
目的としています。
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経済的な不安
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制度詳細について知りたいという方がいましたら、

正面玄関入って右手にあります患者サポートセンターにお越しください。

患者サポートセンター C棟1階 8時30分～17時00分

直通TEL：011－685－2976


